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は じ め に 

本年３月２０日に燕市、吉田町、分水町が合併し、新生「燕市」が誕生い 

たしました。 

新しく誕生した燕市におきましては、燕市に住む女性も男性も互いに人権 

を尊重し、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現をめ 

ざしております。 

そこで、平成１９年度からを計画年度とする「燕市男女共同参画推進基本 

計画」を策定する際の基礎資料とするため、「男女共同参画に関する市民意識 

調査」を実施いたしました。 

この調査にお寄せいただいた市民の皆様の貴重なご意見は、活力ある燕市 

の実現のため、今後の施策に積極的に活用させていただきます。 

終わりになりますが、この調査にご協力くださいました市民の皆様に、心 

からお礼を申し上げますとともに、今後の燕市の男女共同参画推進にご理解 

とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

平成１８年８月 

燕市長 小 林 清
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□本書の利用にあたって 

●本文及び図表中の回答者の比率は、百分比（％）で表し、小数点以下第 2 

位を四捨五入してある。そのため個々の比率の合計が 100％にならない場 

合がある。また、複数回答の質問では比率の合計が 100％を超える。 

●図表中の「ｎ」は回答者総数（該当者だけが回答する質問の場合は該当者 

数）のことで、100％が何人に相当するかを示す比率算出の基数である。 

●国（平成 16 年）とは、平成 16 年度に内閣府大臣官房政府広報室が実施し 

た「男女共同参画に関する世論調査」の結果である。 

●県（平成 16 年）とは、平成 16 年度に新潟県県民生活・環境部男女平等社 

会推進課が実施した「男女平等社会づくりに向けた県民意識調査」の結果 

である。


